
〇福知山市急性期病院物価高騰対策支援事業補助金交付要綱 

令和８年３月３１日 

告示第３４５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、物価高騰の影響を強く受けてきた市内の急性期病院の負

担を軽減し、本市における救急医療体制を維持することを目的として、急性期

病院に対し、予算の範囲内において交付する福知山市急性期病院物価高騰対

策支援事業補助金（以下「補助金」という。）について、福知山市補助金交付

規則（昭和２８年福知山市規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象者は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条

の５に規定する病院のうち、同法第３０条の１３第４項の規定に基づき京都

府が公表する令和６年度病床機能報告において、市内に高度急性期又は急性

期の病床機能（以下「急性期病床等」という。）を有するものとする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、物価高騰による経費の増額に対応

するための経費とし、前条に規定する病床機能の規模に応じて補助金を交付

するものとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、急性期病床等１床当たり２５０，０００円に当該病床数

を乗じて得た額とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市急性期病院物価高騰対

策支援事業補助金交付申請書兼請求書（別記様式第１号）により、市長が定め

る期日までに市長に提出するものとする。 

（交付決定及び額の確定） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、福知山市急性期病院物価高騰対策支援事業補助金交付（不交

付）決定及び交付額確定通知書（別記様式第２号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 規則第１３条の規定による実績報告については、第５条に規定する交

付申請書兼請求書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。 

（交付決定の取消し） 

第８条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって補助金の交付

を受けたときは、第６条の規定による交付決定及び交付額の確定を取り消す

ことができる。 



（補助金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により、交付決定及び交付額の確定を取り消したと

きは、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（補助金の経理等） 

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に係る収支を記載した帳簿

を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を

交付事業の完了した日の属する年度の終了後１０年間保存しなければならな

い。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別記様式第１号（第５条関係） 

別記様式第２号（第６条関係） 

 

 

 

 

 


